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令和３年度新１年生保護者様 

 小学校入学まであと少しになってきました。安心してご入学の日を迎えること

ができるよう学用品だけでなく,心身ともに準備をしておいてくだい。 

 

 

 

１．入学までに身につけさせておきたいこと 

  入学の日が近づくと，子どもと一緒に学用品や持ち物を揃えたり，名前を書いたりしな

がら，これから入学する小学校生活のことが自然と話題になってきます。その話の中で，

子どもたちに新しい小学校生活への期待をもたせることが最も大切になってきます。 

  みんなと一緒に集団生活ができるように，入学という機会を捉えて，次のことを意識し

て取り組んでください。 

① 挨拶がきちんとできる。 

② 名前を呼ばれたら，｢はい」と返事ができる。 

③ 自分の名前・おうちの人の名前がはっきり言える。 

④ 「はい」「いいえ」がしっかり言え，思っていることや困っていることがはっきり言

える。 

⑤ 先生や友達の話を良い姿勢でしっかり聞ける。 

⑥ 自分の持ち物の整理整頓ができる。 

⑦ 一人でトイレに行って始末ができる。トイレの戸を閉め,最後は水をしっかり流す。 

（学校のトイレは和式・洋式があります。） 

⑧ 毎朝，排便・洗顔・歯みがき(寝る前も)ができ，朝食を必ず食べる。 

⑨ 食事のマナーを身につける。（好き嫌いをなくす,お箸をきちんと持つ） 

⑩ 起床・就寝の時間を決める。睡眠時間は約１０時間必要です。 

⑪ 自分で衣服を脱いだり，着たりできる。 

⑫ 自分のことだけでなく，相手のことを考えて仲良く遊べる。 

 

ご入学をひかえて 
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２．学習用具などの準備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○名札と教科書（国語，書写，算数，生活，音楽，図工，道徳）は入学式の日にお渡しし

ます。 

 ○ランドセル・下敷き・筆箱・鉛筆・消しゴムなどはご家庭で準備してください。 

（シンプルなものがよい。遊びたくなる筆箱や消しゴムは持って来ない。） 

  ＊学用品・服装など全てに油性ペンで（必ず平がなで）名前を記入してください。 

＊持ち物や服装などは実用性を重視し，華美なものにならないようにしてください。 

また，学習に必要のない物は持って来させないでください。 

 

○体育の時間の服装  

上：「白のトレシャツ」 

   下：「紺の半ズボン」   

    帽子：「赤白帽」  

 ○上靴と体育館シューズを準備してください。 

体育館シューズは，かかと部分に赤の油性ペンで色を塗ってください。 

 ☆体操服・上靴・体育館シューズは本日販売しておりますが，他店で購入していただくこ

とも可能です。 

学用品 

① 算数セット  ② 連絡帳  ③ 連絡袋  ④ たんけんバインダー 

⑤ 書き方鉛筆（４B…４本，赤…１本）  ⑥ 整理箱（お道具入れ） 

⑦ 学習帳（無地）  ⑧ 工作用のり（ポリ容器）  ⑨ スティックのり 

⑩ 鉛筆ホルダー（鉛筆持ち方矯正器具）＊左用あり 

⑪ クレパス（太巻１６色）  ⑫ クーピーペンシル（ソフトケース１２色） 

⑬ 工作マット  ⑭ 体育用 赤白帽  ⑮カスタネット（木製） 

⑯ 工作はさみ ＊左用あり  ⑰ 油粘土（木もくエコタッチ ケース付き） 

☆ ①～⑰までは,2月24日に販売しております。①～⑩は必ずご購入ください。 

白のトレシャツには学校から配布するアイロンプリントの名札
をつけてください。 
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３．学校給食について 

 ①目的：栄養バランスのとれた食事で，児童の健康推進・体位の向上をはかります。  

 ②京都市の給食：年間１９７回（基本）の実施，自校調理での手作りの給食。 

 ③給食の流れ：給食時間は４５分間です。（食事時間は３０分） 

 ④必要な持ち物：ナフキン，口ふきハンカチ，お箸，これらを入れる袋 

         （毎日，洗った物を持たせてください。）  

○給食袋は，ランドセルや机の横などにかけやすいひもで下げる形の袋を

ご用意ください。 

⑤給食当番：マスク・・・・ご家庭でご用意ください。 

エプロン・帽子・・・・学校で用意します。 

＊給食当番は一週間で交代します。エプロン，帽子は金曜日に持ち帰りますので，

洗濯・補修をお願いします。            

  ・入学までにお願いをしたいこと 

マナーを守って，好き嫌いなく食べるようにご指導ください。 

４．その他 

 ①始業時刻は，年間を通して午前８時３０分です。最終下校時刻は，午後４時です。 

 ②校門（東門・西門）の施錠について 
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     正門については，登校後の午前８時３０分から各学年の下校時刻まで，閉門いたします。 

来校されたときは，校門左のインターホンで対応します。 

校門は登校後の８時３０分から終日施錠いたします。 

③本校は三足制です。児童は，各学級昇降口で上靴と履き替えます。保護者の方も，ご

来校の際には上履きと下靴入れをご持参ください。 

④欠席や遅刻等がある場合は，必ず学校へご連絡ください。電話の連絡はできるだけ避け

ていただき，連絡帳に月・日・欠席理由を書いて，兄弟姉妹等を通じて担任までお届け

ください。 

⑤お子さまが連絡なしで学校に来ていない場合は，安全確認のために緊急連絡票に記載し

ている順に保護者に連絡をさせていただきます。保護者の方と連絡がつかずお子さまの

安全が確認できない場合は，教職員による家庭訪問をさせていただくことがあります。 

 ご了承ください。 

⑥忘れ物があった場合は，必ず職員室に声をかけてから，校舎へ入ってください。また，

学校に忘れ物をして取りに来られるときは，午後５時までにしてください。 

⑦名札の着用について 

        児童は１年間，登校してから下校までの間名札をつけます。 

保護者の方も，授業参観など来校される時は，入学時にＰＴＡより配布されます名札

を着用してください。 

⑧学校は電話対応時刻を午前７時４５分から午後７時まで（金曜日は午後 6 時 30 分まで）

としております。休日（土曜・日曜・祝日）については電話対応を行っておりません。 

⑨子どもの学用品や給食費などについて，京都市の『就学援助制度』がありますので，遠

慮なく担任にご相談ください。相談のあったことや内容については，他人に知られない

ようにしています。 
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保健室より 

 

 小学校教育は年齢に応じて一歩一歩知識を学ぶとともに，心も体もできる限り発達させ健

康に育て，将来の人間としての基礎をつくることが目的です。 

１ 基本的な生活習慣は健康の土台です。自立にむけての基本的な 

生活習慣を身につけましょう。 
①９時過ぎには寝て，７時には起きよう！ 

 ②バランスのとれた食事を！ 

 ③清潔なハンカチをいつもポケットに入れておく。 

  （カバンの中に入れているのでは使えません。ポケットのある服 

   だといいですね。） 

 ④身の回りのことは自分でできるように・・。  

 

２ 健康診断について 

学校では, 学校保健安全法に基づいて４月から６月にかけていろいろ検査・検診が行わ 

れます。 

この健康診断は, 子ども一人一人の発育・健康状態を知り, 学校生

活を送る上で注意することがないかを調べるためのものです。また, 

病気や異常を見つけ, 早期に適切な処置がとれるようにするためのも

のでもあります。またこの健康診断を通し, 子どもたちが自分の体を

見つめるよい機会になるように取り組んでいます。 

①提出物, 服装などについてお願いすることがあります。ご協力よろしくお願いします。 

②健康診断の後, 病気の疑いがある場合は, その都度受診の治療勧告書をお渡しします。

特に眼科や耳鼻科の疾患は, ６月になると水泳学習が始まりますので, 早めに医療機関

で受診し, 結果を報告書でお知らせください。 

③学校で行われる健康診断は, 病気の疑いのある人を見つけ出すスクリーニング検査（ふ

るいわけ）ですので, 医療機関での受診の結果「異常なし」と診断されることもあ   

ります。ご理解ください。 

④異常なしの場合は, 後日「定期健康診断の記録」（Ａ４用紙）でお知らせします。 

 

３ 学校でのけがや病気になった場合    

○ けがをしたとき 

けがの程度によって, 受診の必要がある場合は, 速やかに保護者の方に 

連絡をとり医療機関に受診します。 

①学校における救急処置は,あくまで保護者あるいは医師に引き継までの応   

急手当です。 

②保健室では, その日学校で起きたけがに対する応急手当はしますが, 治療を目的とし

ている場ではありませんので, その後の治療はご家庭でお願いします。 

学校保健について 

学校 

生活 

基本的
生活習慣

安心・安全
情緒の安定
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③学校でのけがでご家庭から医療機関に行かれた場合は, 担任まで連絡帳などでお知ら

せください。災害共済給付制度の手続きについては, 後日お知らせします。 

 

○ 病気になったとき 

症状や様子によって, 担任が教室で経過を観察する場合, 保健室で 

休ませ経過を見る場合と, 早退させる場合があります。 

①保健室でベッドに寝かし経過を見るのは, １時間を目安としています。 

②早退の場合は, 保護者の方に連絡しお迎えに来ていただきます。 

③いつでも連絡が取れるように，入学時に配布する保健調査票に必ず連絡のとれる 

連絡先をご記入ください。また, 連絡先に変更や追加があった場合は, その都度連絡帳

でお知らせください。 

 

４ 災害共済給付制度（独立行政法人日本スポーツ振興センター）について 

学校の管理下で, 児童生徒等の災害(負傷，疾病，障害または死亡)が発生したときに， 

災害給付を行う制度のことです。全国的なもので, 京都市は全員加入していただきます。

転校した場合も適用されます。 

○ 共済掛け金（令和２年度）（学校預り金より引き落とします。） 

 京都市負担額 保護者負担額 合  計 

掛け金       ４６０円    ４６０円   ９２０円 

＊ 生活保護や就学援助を受給されているご家庭は, 掛け金が免除されます。   

＊ 振興センターとの契約は１年ごとですが, １年生の時点で「加入同意書及び委任状」

をご提出頂き卒業まで継続させて頂きます。 

 

○ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 

＊ 授業中, 休み時間, 部活動中, 登下校中, 学校行事などの学校管理下でけがを 

して, 病院を受診した場合。 

災害の範囲 給付金額 

学校管理下の事故によるもので, 初診

から治癒までの総医療費が 5,000円(健

康保険証を使って自己負担分が1,500円）

以上のもの  

医療費の４割が支給されます。（そ

のうち１/10の分は,療養に伴って要する

費用として加算される分） 

①申請書類は１ヶ月ごとに必要です。治療が翌月まで続く場合は, ご連絡ください。 

  ②自己負担額が1,500円を超える場合，「子ども医療費支給制度」の利用の有無や，支 

払われた自己負担額を明記するなど細かい規約があります。必要に応じて連絡をとらせ 

ていただきますのでよろしくお願いします。 

  ③特定選定費については給付の対象外です。 

④手続きで分からない場合は, 担任または養護教諭まで連絡ください。 
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５ 感染症と出席停止について  

集団生活の場である学校では, いろいろな感染症が流行することがあります。 

次の病気にかかった場合は, 学校に連絡してください。 

この休みは「出席停止」と言って, 欠席にはなりません。 

・インフルエンザ ・水痘（水ぼうそう） ・麻疹（はしか） ・風疹（三日はしか）      

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ・百日咳   ・咽頭結膜熱（プール熱） ・流行性角結膜炎 

①学校における感染症と診断された場合は，学校保健安全法19条の規定に学校保健安 

全法に基づき医師に登校可能（感染のおそれがない）と許可をもらえば登校できるよう 

になります。 

②登校の際には, 学校からお渡しする「登校許可届」に保護者の方がご記入の上，登校

時にお子さんに持たせてください。（病院の診断書は有料となりますので不要です。） 

③ノロウイルス, 溶連菌感染症などの病気は, 学校における発生・流行の様態を考慮

し, 学校医などの意見を踏まえ, 出席停止扱いにするかどうかを校長が判断します。 

 

６ フッ化物洗口について 

  京都市内の全小学校において, う歯予防推進を図るため, フッ化物洗口を実

施  しています。（フッ化ナトリウムを水で薄め, 口に含んで一分間のブクブクうが

い法） 

①あくまでも希望制です。実施する前に同意書を配布し, 希望を確認し実施します。 

②毎週１回, 朝の時間帯に実施しています。 

③フッ化物洗口がある曜日に, コップを持たせてください。詳しくは同意書を配布す 

る際にお知らせします。 

 

７ 食物アレルギーの対応について 

  入学後開始される給食において，安心・安全な学校生活を送るために入学受付のときに，

「食物アレルギーに関する調査」をさせていただきました。お答えいただいた内容に基

づき，面談の機会を持ち，対応を相談させていただきます。 

【対応できる食品】牛乳（パック入り牛乳） → 牛乳なし（給食費減額調整あり） 

卵（鶏卵・うずら卵） → 卵除去食の提供 

その他 → 相談の上，除去または代替を持参するなど 

 

８ 新型コロナウイルス感染症の対応について 

  昨年度の春，コロナウイルスの感染で突然の休校となり，学校は始まっても大事な行

事が延期や中止になったりして非日常の日々が続いています。学校では，必ずまた日常

が戻ることを信じて，下記の感染防止対策に努めています。 

  ①まずは，感染をしっかり予防するために，手洗い，マスク，ソーシャルディスタンス 

の徹底をしています。   

  ②また，ご家庭には朝の健康観察，日常の体温計測等の体調管理の徹底。また，少しで

も体調不良や発熱，咳，のどの痛み等がある場合には，ためらわず学校を休むことを

お願しています。 
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  ③そしてもう一つ大事なこと，感染者やその家族等に対する差別や偏見， 

誹謗中傷等は許されないこと，困ったことがあったら一人で抱え込まず 

相談するように啓発しています。 

 

 

 
１．登校について 

本校では町別に登校班をつくり集団登校を行っています。町の班ごとに集合場所

及び集合時刻が決まっています。お子様の登校班の決定および調整は，ご入学前に

学校側で行います。決まり次第，集合時刻や集合場所と併せて本校教職員を通じて

お知らせします。 

入学式の翌日から集団登校が始まります。自分一人で集合時刻までにその場所に

行けるように練習をしておいてください。 

なお，欠席される場合は連絡帳で学校に連絡されるだけでなく，登校班長にも連絡

してください。 

下記の凡例を参考の上，お子様の町別グループの番号をご確認ください。 

【凡例】 

①  中鳥井 北 

②  中鳥井 南 

③  柴山（堂田・西金ケ崎１００番地を含む） 

④  西野山団地 

⑤  金ケ崎 

⑥Ａ 西栗栖野（東栗栖野４番地・コーポ中臣を含む） 

⑥Ｂ 西栗栖野（西野山中臣町７４・７５番地を含む） 

⑦  中臣町南部・西金ケ崎町北部（山吹ハイツを含む） 

⑧  栗栖野華ノ木町・西野山中臣町 南（加藤ハイツを含む） 

⑩  西野山中臣 北 ・打越町西 

⑪  中臣町・打越町東・勧修寺北（第一市営住宅・サンライズハイツ・ 

                          ハイツ栗栖野・北団地を含む） 

⑫Ａ 東栗栖野町北部・番所ヶ口北部（レゾンド勧修寺を含む） 

⑫Ｂ 東栗栖野町北部（第二市営住宅） 

⑬  椥辻番所ヶ口 

⑭  椥辻平田・椥辻西潰 西 

⑮  椥辻東潰・椥辻西潰 東（イーグルコート椥辻十条・コーポ椥辻・ルシエル山科

椥辻・山科セントラルハイツ・プレセランス山科・グリーンコート椥辻を含む） 

登下校について 
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⑯  椥辻池尻町団地（山科団地・コーポ陽光・山本グランドハイツを含む） 

⑰  椥辻池尻町（団地以外）・椥辻封シ川（団地以外で２６番地） 

⑱  椥辻西団地 

⑲  椥辻西浦（椥辻封シ川町２６番地以外・プルーリオン椥辻を含む） 

⑳  椥辻団地Ａ・Ｂ，椥辻西浦 北・東（リソシエ山科椥辻・ライオンズマンション

山科南を含む） 

  ○21   椥辻東浦・中在家・草海道（ラール山科スカイハイツ・イーグルコート椥辻・ 

            イーグルコート椥辻Ⅱ・イーグルコート椥辻３アペックスを含む） 

 

２．下校について 

 入学後しばらくの間は 1 年担任が付き添って下記の５グループにわかれて集団下

校をします。名札にグループ分けのシールをはります。 

ただし，東栗栖野方面については西門と東門から出るグループに分かれます。ど

ちらのグループになるのか，入学後に担任までお申し出ください。 

 

 

グループ 方     面 担任・教職員が付き添う通学路 

１（青） 
西栗栖野・東栗栖野・中臣 

打越・第一市営住宅（新十条通り南側） 

西門を右へ，新十条通りを渡り，カトレア

前まで 

２（ピンク） 
西野山団地・柴山・中鳥井 

西金ヶ崎・堂田・中臣 

西門を左へ，フレスコを西へ団地前の橋ま

で 

３（オレンジ） 
東栗栖野・番所ヶ口・平田 

西潰・東潰 

東門から橋までまっすぐ外環状線まで 

４（紫） 

封シ川・椥辻西団地 

打越・第一市営住宅（新十条通り北側） 

東門から左へ新十条通りを渡り，バイク屋

さんの横の道を北に上がり，次の大きい通

りまで 

５（緑） 

池尻・西浦・椥辻団地・中在家 

草海道・東浦 

東門から左へ新十条通りを通り，阪急オア

シスの横の道を北に上がり，次の大きい通

りの共栄堂の横断歩道まで 

○通学する時に通る道をおうちの人と一緒に歩いて往復してください。その場で話しなが

ら，具体的に教えてあげてください。下校コースのどこで列から分かれて，通学路を通

って自宅へ帰るかも実際に確かめてください。おうちの人と一緒に，いろいろなことを

話しながら学校まで歩いてきたということは，大きな励みになります。 

   ＊十字路の横断の仕方         ＊信号機の見方 

   ＊路側帯（白線の中を歩く）      ＊途中の店や建物（子ども１１０番の家） 
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 本校では，預り金（学年費（教材費）・給食費・ＰＴＡ会費を指します）を銀行による口

座振替で集金させて頂いております。つきましては，児童への教育上の配慮，ならびに学校

事務の軽減を図るため，口座振替にご協力頂きますようお願い申し上げます。 

① 令和元年度の１年生の集金額です（参考） 

学 年 費……  ７,９６５円 

給 食 費……４９,８０６円 

ＰＴＡ会費……  ３,６００円     

② ５月から翌年の３月まで毎月１０日(８月は除く)口座振替による集金を行います。前も

って集金額をお知らせいたしますので，口座に指定金額をご用意ください。 

③ 預金不足等で口座振替がされなかった場合は児童を通じてご家庭にお知らせします。現

金にて集金を行いますので，担任にお渡し頂きますようお願いいたします。 

④ 転学や長期の欠席などの予定がある場合は，お早めに学校へご連絡ください。 

口座振替制度について 
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京都市ではお子さんが，京都市立小・中学校に通学するにあたり，経済的な理由により，

お困りの保護者に対し学用品や給食費などを援助する「就学援助制度」を設けています。 

令和３年度の申し込みについては，下記の通りの取り扱いとなりますので，よろしく 

お願いします。 

記 

１．申し込みについて 

就学援助を希望される方には，入学後に申込用紙をお渡ししますので４月中を 

目途にお申し込みください。 

    ・既に入学前に申し込まれた方は，新たに申し込む必要はありません。 

    ・在学中のきょうだいが就学援助を受けていても，申し込みが必要です。 

    ・生活保護を受けておられる方は，入学後申し込みが必要です。 

 

２．提出書類について 

   就学援助を申し込まれる方は，以下の書類を保護者の方が学校へ直接持参ください。 

   ① 新規認定申込書 

   ② マイナンバー申告書 

   ③ 申込者のマイナンバーが確認できる書類（提示のみ） 

      〈例〉個人番号カード，通知カード 

    

・他市町村からの転入などにより，平成令和３年 1 月 1 日現在に京都市に住民票が 

無い方は，公的機関が発行する所得証明書等の提出が必要です。 

   ・生活保護を受けておられる方は，新規認定申込書のみお出しください。 

 

 

令和３年度の就学援助制度について 
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令和３年度 校時表（変更することもあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5 校時終了後，終わりの会や掃除がありますので，下校時刻は，毎週配布するお便りをご

覧ください。 

月 火 水 木 金

昼　休　み
13:00

10:30

2

終わりの会 終わりの会

掃除

9:30

15:15

◎クラブ ・委員会…月曜日（クラブあり…３年生は５校時まで。委員会あり…３・４年生は５校時まで。）

◎下校時刻…通年午後４時００分　　　◎２・４・６時間目開始のチャイムは鳴りません。　　　　◎会議・研修会時は完全下校となります。

15:00

16:00 16:00

14:45 14:45

14:50 14:50

15:00
掃除

15:15

5校時…1年生・2年生
6校時…3年生～6年生

5校時…1年生・2年生
6校時…3年生～6年生

5校時…1年生
6校時…2年生～6年生

5校時…1年生・2年生
6校時…3年生～6年生

低学年チャレンジＢ…1年生～

3年生

高学年チャレンジＢ…4年生～

6年生

高学年
チャレンジＢ

5
14:00 14:00

6

終わりの会

低学年
チャレンジＢ

6

13:00

13:15 13:15

5 5

12:00 12:00

給　　　　食
12:45 12:45

チャレンジタイムＡ チャレンジタイムＡ

5
5

6 6 6

11:１5
11:15

4 4 4 4 4

10:15 10:15
中間休み

9:30

2 2 2 2

10:30

3 3 3 3 3

令和３年度 京都市立勧修小学校

校　　時　　表（クラブ・委員会なし）

8:30 8:30

8:40 8:40
朝の会・健康観察

8:45 8:45

1 1 1 1 1

読書活動
フッ化物洗口

読書活動　　　　　読書活動

13:45

15：15

部活動
15：15～16：15

部活動
15：15～16：15

部活動
15：30～16：30

14:35

13:50


